
＜教育施設課：第      号＞ 

 

賃 貸 借 契 約 書 
 
 

１  対 象 物 件   橋北小学校仮設校舎賃貸借 

 

２  設 置 場 所   四日市市 川原町 地内 

 

３  契 約 期 間   契約の日 から 令和１１年１０月３１日まで 

① 実施設計及び設置工事期間  

契約の日 から 令和９年６月３０日まで 

② 運動場整備期間   

から 令和９年７月３１日まで 

③ プール等解体工事期間  

令和８年１１月１日 から 令和９年１月３１日まで 

④ 賃貸借期間   

令和９年７月１日 から 令和１１年７月３１日まで 

⑤ 撤去期間    

令和１１年８月１日 から 令和１１年１０月３１日まで 

 

４  賃 貸 借 料   ￥        

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ￥       

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、賃貸借料に 

１０／１１０を乗じて得た額である。 

（〔 〕の部分は、賃貸人が課税業者である場合に使用する。） 

 

５  契 約 保 証 金   免 除 

 

上記の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人は次の条項により、賃貸借契約を締結し、信義に従

って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

                    賃借人  四日市市諏訪町１番５号 

                         四日市市 

                         四日市市長  森 智広 

 

                    賃貸人 

 

                                       印 

参考資料 



（総則） 

第１条 賃借人（以下「甲」という。）及び賃貸人（以下「乙」という。）は、この契約書及び仕様

書に従い、契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、契約書記載の対象物件（以下「物件」という。）を甲に賃貸し、甲はこれに対し賃貸料を

支払うものとする。 

（賃貸借物件） 

第２条 乙は、甲に対し次に掲げる物件（以下「仮設物件」という。）を仕様書に基づき仮設して賃

貸し、甲は、これを賃貸する。 

（１）仮設場所 四日市市 川原町 地内 

（２）仮設物件 別紙仕様書のとおり 

（仮設時期） 

第３条 乙は、頭書の賃貸借期間に甲が仮設物件を使用することを可能にする状態で、仮設しなけれ

ばならない。 

（賃貸借料の支払い） 

第４条 乙は、仕様書に定めるところにより、賃貸借料の支払いを請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に賃貸借料を支払

わなければならない。 

（譲渡、転与等の禁止) 

第５条 甲は、仮設物件の使用にあたって、使用期間中、善良な管理者の注意をもって使用し、管理

するものとする。 

２ 甲及び乙は仮設物件を他に譲渡、転貸及び担保の目的に供してはならない。 

（物件の保険） 

第６条 乙は、物件に対し、リース期間中継続して動産総合保険をつけるものとする。 

２ 物件に保険事故が発生したときは、甲は速やかにその旨を乙に通知し、保険金受領に必要な書類

を乙へ交付するものとする。 

３ 前項の規定に基づき保険金が乙に支払われた場合は、次の各号に規定する場合に応じ乙の選択に

より保険金を使用するものとする。 

（１）甲が要した物件の修理費用及び同等な性能の同種の物件との取替え費用 

（２）その他甲の乙に対する支払 

（３）保険事故の発生によって第三者に与えた損害 

４ 甲が乙に賠償しなければならない次条に規定する所定の金額について、乙に支払われた保険金額

を限度においてその義務が免除されるものとする。 

（物件の毀損） 

第７条 前条第１項における動産総合保険の補償対象外の事故による物件の滅失又は毀損のすべての

危険は、甲が負担するものとする。 

２ 物件が毀損したときは、乙の選択に従い、甲は、自己の費用で次のように対処するものとする。 

（１）物件を完全な状態に復元若しくは修理すること。 

（２）物件と同等な性能の同種の物件と取り替えること。 

（契約内容の変更） 

第８条 甲は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更し、又は業務を一時中止することがで

きる。この場合において、賃貸借料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定

めるものとする。 



（仮設物件の撤去） 

第９条 甲は、仮設物件の使用期間が終了したときは、乙に対しその撤去を通知するものとし、乙は、

次の各号により第２条に定める仮設場所から仮設物件を撤去しなければならない。 

（１）仮設物件の撤去跡は客土使用による整地のうえ清掃し、甲の検査を受けなければならない。 

（２）仮設物件の撤去に関する作業に要する一切の費用は、乙の負担とする。 

（甲の解除権） 

第１０条 甲は、乙がこの契約の条項に違反し、その違反の是正を催告したにもかかわらず、これに

応じないときには、この契約を解除することができるものとする。 

第１０条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、頭書の契約金額の１０分の１

に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１）前条の規定によりこの契約が解除された場合。 

（２）乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行

不能となった場合。 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の

規定により選任された破産管財人。 

（２）乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）の規定により選任された管財人。 

（３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）の規定により選任された再生債務者等。 

第１０条の３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等から

の暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。）

第３条に規定する警察等関係機関からの通報又は同要綱第４条に規定する警察等関係行政機関への

照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるときは、契約を解除する

ことができる。 

（１）乙又は乙の役員等（法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその

他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体

にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその

支配人をいう。以下同じ。）が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するお

それがある団体（以下「暴力団」という。）の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者

（暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習

的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった

者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下同じ。）が乙の経営に実質的に関与している

と認められるとき。 

（２）乙又は乙の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 

（３）乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的

に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

（４）乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除措置要綱別表第１に基づく密接

な関係を有していると認められるとき 

（５）乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除措置要綱別表第１に基づく社会



的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

（６）乙又は乙の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して

いると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められ

るとき。 

（７）乙又は乙の役員等若しくはその使用人が、業務（個人の私生活上の行為以外の乙の業務全般を

いう。）に関し、暴力行為（暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。）を行

ったと認められるとき。 

（８）乙が、甲の発注する工事又は委託等の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもか

かわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められる

とき。 

２ 前条第１項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 

（特定の違法行為に対する措置） 

第１１条 乙は、本契約の入札（見積り）に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求

に基づき、違約金としてリース料金の総額の１０分の２に相当する額を甲に支払わなければならな

い。本契約終了後においても同様とする。 

（１）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独

占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７

条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納

付命令（以下｢納付命令｣という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令

が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

（２）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命

令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下｢乙等｣という。）に対して行われたときは、乙

等に対する命令で確定したものをいい乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令

すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい

う。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。 

（３）納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反す

る行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合におい

て、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令

を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行

為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引

分野に該当するものであるとき。 

（４）本契約に関し、乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑法（明治

40年法律第45号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５

条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、

甲がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（甲の責に帰する事由による契約の解除） 

第１２条 甲の責に帰する事由により契約期間の中途において契約が解除されたときは、甲は物件を

乙に返還し、乙は生じた損害の賠償を甲に請求することができる。 



（機密の保持） 

第１３条 乙は、この契約の遂行に当たって知り得た甲の業務上の秘密を外部に洩らし、又は他の目

的に使用してはならない。 

（暴力団等による不当介入を受けたときの義務） 

第１４条 乙は、契約の履行に際して、暴力団等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うも

のとする。 

（１）不当介入に対し、断固拒否するとともに、速やかに所轄の警察署への通報並びに業務発注所属

へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。 

（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅

れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。 

２ 甲は、乙から前項第１号の規定による報告があった場合は、速やかに所轄の警察署と連絡・協議

を行い、乙を適切に指導するものとする。 

３ 甲は、乙が第１項第１号に規定する報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められる

ときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づき、適切な措置をとるものとする。 

（協議） 

第１５条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義が生じたときは、甲、乙双方

が誠意をもって協議し定めるものとする。 

 


